
案内図

岩倉市鈴井町下新田123番地

TEL：0587-66-2222

FAX：0587-66-2412

名鉄犬山線「岩倉駅」から徒歩15分

名鉄バス一宮線「西市」下車徒歩4分

（１）公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれを認めたとき。

（２）その他管理上支障があると認めたとき。

（１）センターの利用に際しては、必ず許可書を携帯し、

利用時間等、許可条件を厳守してください。

（２）トレーニング室は、中学生以下の方は、利用できませ

ん。

（４）スポーツには、運動靴（室内用）を着用し、ボール・

ラケット類及び防具等も持参してください。

（３）用具・設備等は、係員に聞いてから準備し、使用後は

定められた場所に返してください。

（５）特別な施設などを使用する場合は、あらかじめ教育委

員会の許可が必要です。

（６）許可を受けないで敷地内において、はり紙、物品の展

示、販売又はこれらに類する行為をしないでください。

（７）不測の災害等に備え、非常口、避難路、消火設備等を

確かめておいてください。

（８）他人に危害を与え、又は迷惑となる物品、動物等を持

ちこまないでください。

（９）利用の権利（承認）は、譲渡したり転貸することはで

きません。

（10）施設、器具等は大切に利用してください。万一損傷、

滅失した場合は、原状回復、修繕、損害賠償等の責任

を負う場合があります。

（11）指定場所以外での飲食、火気の使用は禁止します。

（12）その他の事項については、当センターへお尋ねくだ

さい。

（１）専用利用及び種目別利用

・施設を利用しようとする日の属する月の三か月前から当日までの間に利用申請書を

受付に提出して許可を受けてください。

・電話、郵便等での予約の受付は行いません。

（２）個人利用の場合（トレーニング室・柔道場・剣道場・卓球室・親子リズム室）

・午前９：００～午後９：３０

・年末年始（12月29日から翌年１月３日まで）

・その他、災害時等必要に応じて臨時に休館することがあります。

・利用日当日に受付で個人利用券及び回数券をお買い求めのうえ、受付に提出してく

ださい。

・トレーニング室の利用には、利用登録証が必要です。利用登録証の発行にはトレー

ニング講習会の受講が必要です。
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放送設備A（マイク５本以内）
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■使用料

●ご利用の事前打ち合わせ

音響設備、照明等を使用する場合は、催物の内容につい

て事前の打合せが必要ですので必ず係員にご相談くださ

い。

●利用上のご注意

（１）承認を受けないで、広告類の掲示や散布は行えません。

（２）許可された利用時間内に準備、後片付けが完了するよう

に催物の企画をし、利用当日は時間を厳守してください。

（３）主催者の方は、事前に非常口と避難経路を確認し、非常

時には、入場者を安全に館外へ誘導してください。

（４）入場の定員は厳守してください。

当ホールの座席数は554席です。立ち見や補助席を設け

ることはお断りします。

（５）盗難防止のために楽屋を空けられる際は、コインロッ

カーをご利用ください。
（１）２時間の利用区分ごとに使用料は徴収します。

（２）照明設備の内容については係員にご確認ください。
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（６）多目的ホールで冷暖房設備を使用する場合は、１時間に

つき、3,200円を徴収します。

※トレーニング室は利用時間に関わらず１人１回の利用にかかる使用料です。


